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 メーカにおける不適切事案に関する製品納入の調査結果の連絡について
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                                                                          北陸電力株式会社

　当社は、本日（10月29日）、一連のメーカにおける不適切事案に関する志賀原子力

発電所への製品納入の調査結果において、神戸製鋼所における不適切事案の調査結果

を原子力規制庁へ報告するとともに、石川県・志賀町等関係自治体へ、これまでの調

査結果と併せとりまとめて連絡しましたので、お知らせします。

　当社は、メーカにおける不適切事案を受けて、志賀原子力発電所における製品の使用

状況を調査し、不適切行為が行なわれた製品の納入の有無が判明した都度、原子力規制

庁へ報告するとともに、「石川県・志賀町への連絡基準に係る覚書」等に基づき、石川

県・志賀町等関係自治体へ連絡しています。

（2018年3月7日プレスリリース、及び当社ホームページでお知らせ済み）

　本日（10月29日）、神戸製鋼所における不適切事案において今後報告することとして

いた燃料集合体及びチャンネルボックス並びに新規制基準対応設備について、いずれも

不適切製品の納入がなかった旨、原子力規制庁に報告しました。

（参考）神戸製鋼所（関連会社含む）の不適切事案に関する志賀原子力発電所に対する  

 調査結果について （http://www.rikuden.co.jp/info/attach/me-ka1.pdf ）

　また、上述の報告も含め、これまでの一連のメーカ不適切事案について、志賀原子力

発電所の安全性への影響がない旨を取りまとめ、石川県・志賀町等関係自治体へ連絡し

ました。

（参考）メーカ不適切事案に関する調査結果一覧

　　　   （http://www.rikuden.co.jp/info/attach/me-ka2.pdf ）
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